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衆
議
院
議
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光
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に
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に
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し
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別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鷲
尾
英
一
郎
君
提
出
国
際
観
光
旅
客
税
の
使
途
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
基
本
方
針
等
の
趣
旨
（
受
益
と
負
担
の
関
係
が
不
明
確
な
国
家
公
務
員
の
人
件
費
な
ど
の
経
費
に
は
充
て
な

い
）
と
矛
盾
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
顔
認
証
ゲ
ー
ト
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
「
国
際
観

光
旅
客
税
（
仮
称
）
の
使
途
に
関
す
る
基
本
方
針
等
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
二
日
観
光
立
国
推
進
閣
僚

会
議
決
定
。
以
下
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
特
に
新
規
性
・
緊
急
性
の
高
い
施
策
・
事
業
と
し
て
、
国
際
観

光
旅
客
税
の
税
収
を
充
当
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
充
当
す
る
委
託
費
の
予
算
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
が
、
国
際
観
光
旅
客
税
の
税
収
の
使
途
に
つ
い
て
は
、
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
平
成
三
十
一
年
度
以
降
に
お

い
て
は
、
観
光
戦
略
実
行
推
進
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
に
お
い
て
、
民
間
有
識
者
の
意
見
も
踏
ま
え
つ
つ
、
当
該
税
収
を
充
当
す

る
具
体
的
な
施
策
・
事
業
の
検
討
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

一



御
指
摘
の
「
人
件
費
に
相
当
す
る
予
算
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
訪
日
外
国
人
旅
行
者
数
が
増
加
す
る
中
で
、
テ
ロ
の
未
然
防
止
を
含
む
厳
格
な
入
国
管
理
と
観
光
立
国

推
進
に
向
け
た
円
滑
な
入
国
審
査
を
両
立
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
国
際
観
光
旅
客
税
の
税
収
の
使

途
に
つ
い
て
は
、
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
平
成
三
十
年
度
に
お
い
て
は
、
最
新
技
術
を
活
用
し
た
顔
認
証
ゲ
ー
ト
、
税
関
検

査
場
電
子
化
ゲ
ー
ト
の
整
備
等
の
特
に
新
規
性
・
緊
急
性
の
高
い
施
策
に
充
て
、
平
成
三
十
一
年
度
以
降
に
お
い
て
は
、
観

光
戦
略
実
行
推
進
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
に
お
い
て
、
民
間
有
識
者
の
意
見
も
踏
ま
え
つ
つ
、
当
該
税
収
を
充
当
す
る
具
体
的
な

施
策
・
事
業
の
検
討
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
航
空
保
安
対
策
に
お
け
る
民
間
の
負
担
割
合
を
減
ら
し
、
国
の
負
担
割
合
を
引
き
上
げ
る
」
の
意
味
す
る
と

こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
定
期
便
が
就
航
す
る
空
港
に
お
い
て
は
、

検
査
機
器
の
整
備
費
及
び
検
査
員
の
人
件
費
の
二
分
の
一
に
つ
い
て
、
空
港
管
理
者
等
が
予
算
の
範
囲
内
で
航
空
運
送
事
業

二



者
に
対
し
、
毎
年
補
助
等
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
国
際
テ
ロ
の
脅
威
が
高
ま
る
中
で
、
航
空
保
安
対
策
の
強
化
を
速
や
か

に
進
め
る
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
先
進
的
な
保
安
検
査
機
器
の
導
入
を
推
進
す
る
こ
と
と
し
て
お

り
、
平
成
二
十
八
年
度
以
降
毎
年
度
、
ボ
デ
ィ
ス
キ
ャ
ナ
ー
等
の
整
備
費
用
に
つ
い
て
、
空
港
管
理
者
等
に
よ
る
航
空
運
送

事
業
者
へ
の
二
分
の
一
の
補
助
に
加
え
、
国
が
航
空
運
送
事
業
者
に
二
分
の
一
の
補
助
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三


